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第１ 実施計画の期間及び履行状況の報告期間 

株式会社福井銀行（以下、「福井銀行」といいます。）と株式会社福邦銀行（以下、「福邦

銀行」といい、福井銀行と福邦銀行を総称して、以下、「両行」といいます。）は、金融機能

の強化のための特別措置に関する法律第 34 条の 10 第１項の規定に基づき、2024 年 10 月から

2030 年 3 月までの実施計画を策定・実施しております。 

今般、実施計画の履行状況（2025 年 4 月から 2025 年 9 月、以下「本報告期間」といいます。）

について取り纏めましたので報告いたします。 

なお、今後実施計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、または生じること

が予想される場合には、遅滞なく金融庁に報告いたします。 
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第２ 事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び計画実施地域  

における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項 

１．実施した組織再編成等の内容 

（１）実施しようとする組織再編成等および実施予定時期 

両行は、2024 年 10 月に福井銀行を完全親会社、福邦銀行を福井銀行の完全子会社とする株式

交換を行い、同年 11 月には両行間で合併契約を締結し、両行の合併に向けて準備を進めており

ます。 

こうしたなか、関係当局の許認可等の取得等を前提として、合併に関する以下の事項につい

て決定いたしました。なお、合併効力発生日および合併後の商号については 2024 年 10 月以降、

本報告書提出日までに決定した事項も含んでおります。 

 

   ①合併の要旨 

   合併効力発生日：2026 年 5 月 2 日（土） 

   関係当局の許認可等の取得等を前提として合併を行う予定でございます。なお、合併手続き

を進める中で合併の実行に支障をきたす重要な事由が生じた場合には協議の上、日程、手続、

条件等を変更する場合がございます。 

 

   ②合併の方式 

   福井銀行を存続会社、福邦銀行を消滅会社とする吸収合併方式とし、商号は福井銀行としま

す。 

 

   ③合併に係る割当内容 

   福井銀行が福邦銀行の発行済み株式の全てを保有しているため、福井銀行は、本合併に際し、

福邦銀行の株主に対し本合併の対価として株式その他の金銭などは交付いたしません。 

 

④合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

   該当事由はございません。 

 

   ⑤合併当事会社の概要（2025 年 3 月末時点） 

商 号 株式会社福井銀行 株式会社福邦銀行 

所 在 地 福井県福井市順化 1 丁目 1 番 1 号 福井県福井市順化 1 丁目 6 番 9 号 

代表者の役職・氏名 代表執行役頭取 長谷川 英一 取締役頭取 湯浅 徹 

事 業 内 容 銀行業 銀行業 

資 本 金 179 億 65 百万円 98 億円 

設 立 年 月 日 1899 年 12 月 19 日 1943 年 11 月 5 日 

発 行 済 株 式 数 24,144,669 株 65,133,334 株 

決 算 期 3 月 31 日 3 月 31 日 
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   ⑥合併後の状況 

商 号 株式会社福井銀行 

本 店 所 在 地 福井県福井市順化1丁目1番1号（現 福井銀行 本店所在地） 

事 業 内 容 銀行業 

資 本 金 179億65百万円 

決 算 期 3月31日 

銀 行 コ ー ド 0147（現 福井銀行 銀行コード） 

そ の 他 本合併後の経営体制等については決定次第お知らせいたします。 

 

（２）経営の改善の見通し 

本組織再編成は、両行の経営統合シナジーの早期実現と両行の人的資本の活用により、事業

領域を拡大することで「地域の課題解決業1」としての進化を目的としております。両行の経営

統合シナジーの早期実現については、合併による本部機能統合や、システム統合により創出さ

れる人財の戦略分野への再配置、両行の店舗を含めた最適なチャネル配置、営業店事務削減に

よる営業時間創出等、グループ全体での経営資源の選択と集中を図り、事業を再構築いたしま

す。これにより、コンサルティング分野に経営資源を割り振りし、基盤となる福井県を中心に

お客さまの課題の「発見」と「解決」に取り組み、地域金融機関としての「本業」を深堀りし

てまいります。またその効果を最大化するためにはグループ全体でのマインドチェンジ（お客

さまの課題を解決し、お客さまから信頼や感謝を得ることに喜びを感じるマインドを持つこと、

課題解決業として従来のビジネスモデルでの視点を 180 度変えること）・リスキリング（課題

解決業として必要なスキルを身につけること）による全員のチャレンジが必要であり、グルー

プ全体で将来にわたっての基盤的金融サービスの提供を維持・改善してまいります。 

【事業の改善にかかる方策】 

 

  

                                                   
1 預金・融資・為替といった金融サービス業を中心とした伝統的なビジネスモデルと異なり、法人に対しては企業価値向上、 

個人に対しては資産価値を高めること、地域に対しては魅力度向上といった地域のあらゆる課題を解決していくビジネス 
モデル 
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２．履行状況の報告期間中に実施した計画実施地域における基盤的金融サービスの提供の維持に向け

た経営基盤の強化のための措置の内容 

（１）経営基盤の強化のための措置の概要及び実施時期 

本報告期間中に実施した経営基盤の強化のための措置の概要は以下のとおりでございます。 

措置の名称 措置の概要 
同措置の実施に 

要した費用 
交付対象経費 

機構に交付を 

求めた額 

① システム改修 

・合併に向けた基幹系シ

ステムおよび周辺システ

ムの統一 

・合併前後の営業強化・

生産性向上に資するシス

テムの導入・改修 

1,550,140,497 円 1,550,140,497 円 516,712,000 円 

② 
機器・装置の 

導入 
・両行が利用する営業店

端末等の導入 
― ― ― 

③ 店舗統廃合 

・両行の管轄地域の重複

する店舗の統廃合 

・店舗統廃合に伴う旧店

舗等の解体 

62,761,500 円 62,761,500 円 20,921,000 円 

④ 
合併・経営 

統合関連 

・合併・経営統合に関し

て必要となるお客さま向

け周知の実施 

・合併・経営統合に関し

て必要となる外部専門家

との連携 

96,650,000 円 96,650,000 円 32,217,000 円 

 合計  1,709,551,997 円 1,709,551,997 円 569,850,000 円 
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（２）経営基盤強化のための措置の内容 

① システム改修 

 両行は、ベースとなる基幹系システムは同一であるものの、運営センターが異なっており

ましたが、2026 年 5 月に予定している合併を見据えて、福井銀行が利用している地銀共同セ

ンター（BeSTA）へ統合し、グループでの効率化・システムコスト削減を図ってまいります。 

基幹系システム統合について、お客さまへの影響を最小限に抑えつつ、システムリスクお

よび事務リスクの低減を最重視し、カスタマイズを極力最小限に止め、合併後の銀行におい

て安全・確実・円滑に業務を開始できるよう取り組んでまいります。 

 また分散系システムも、システムリスクの低減を最重視し、原則、福井銀行で利用してい

る分散系システムに統合予定です。 

これまで福邦銀行の実施計画に掲げていた施策である「両行拠点間のネットワーク統合」

や「福邦銀行のシステム基盤統合（クラウド化対応）」は計画比前倒しで完了していること、

福邦銀行が現在利用している基幹系システムは STELLA CUBE（BeSTA）であり、同一ベンダー

かつ同一バンキングアプリケーションであることから、両行の経営資源の負担を大きくかけ

ずに進めていくことが可能です。両行で所有する多くの分散系システムを極力最小化し、新

たな投資コストの抑制や、システムコスト全体の低減に努めてまいります。 

本報告期間においては、福井銀行が利用している地銀共同センター（BeSTA）への移行対応

や基幹系システム、分散系システムの統合に向け設計・開発・移行等を進めております。シ

ステム基本工程では、2025 年 7 月より総合試験を開始し、機能確認を行っております。プロ

ジェクト支援やシステム作業支援等、外部専門家の支援を受け進めております。 

 

② 機器・装置の導入 

両行のシステム統合に伴い、お客さまの利便性向上と営業店における業務効率化とコスト

削減を図るために、両行の営業店端末を全面的に更改いたします。営業店窓口受付時の伝票

記入を削減するなど事務負担を削減するタブレットの導入を進めており、将来的には営業店

あたりの端末設置台数を削減し、システムコストの削減を図っていく考えです。 

これまで福邦銀行の実施計画に掲げていた施策である「共同 ATM（両行のお客さまが利用で

き、かつ通帳記帳取引も可能）」はすでに計画どおり完了しており、同機器へのシステム統

合に向けた大規模な投資はございません。 

また、スマートフォンで利用する「銀行アプリ」や法人のお客さま向けのポータル基盤を

構築するなどにより、非対面取引の拡充を行うことで、従来業務を非対面チャネルへとシフ

トし、お客さまの課題解決に資する情報提供や決済機能など、よりスピーディーなサービス

提供を可能にしていきます。 

これらの営業店事務の効率化や非対面チャネルの充実から、事務人員の極小化を図り、戦

略分野への人財を創出し、法人・個人のお客さまへの課題解決業としてのサービスを提供し

収益力の強化につなげていく考えです。 

本報告期間においては、対象となる機器・装置の導入はございません。 

  



 

7 
 

③ 店舗統廃合  

来店者数の減少や来店目的の多様化、キャッシュレスの進展等を受けて、これまでも両行

は、お互いの営業エリア内における店舗の重複解消に努め、店舗ネットワークの最適化を図

り、店舗集約（手法として、Bank in Bank、Branch in Branch など）を進めてまいりました。

また両行のお客さまが利用できる「共同 ATM」と諸届等の処理が可能となる店舗外 ATM（セブ

ン ATM）を複合したグループとしての ATM 網を構築しており、かつスマートフォンで利用する

「銀行アプリ」の機能拡充等の非対面取引の拡充を行ってまいりました。 

今後は、銀行合併を機に、両行の営業エリア内で重複する店舗等を最適化し、店舗維持コ

ストの削減と営業人員の創出を図ります。店舗集約時にはこれまでの取組みを強化するなど

お客さまの利便性に配慮しながら進めてまいります。 

本報告期間においては、2026 年 5 月合併時の店舗移転先における駐車場拡張工事等を実施

しております。合併時までに人員体制・来店客数等を鑑みて移転先店舗のレイアウト変更や

什器購入等を行ってまいります。なお 2026 年 5 月合併時の店舗移転先等は 2025 年 3 月に内

容を公表しております。内容は下記の通りです。 

 

〈福邦銀行 13 店舗〉  

   

  〈福井銀行 2 店舗〉 

   

    また、上記の店舗移転内容とは別に両行の Bank in Bank を公表し、実施しております。本

報告期間までに、Bank in Bank 移転が完了したのは以下の３店舗となります。 
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〈福邦銀行 3 店舗〉 

   

④ 合併・経営統合関連  

システムや店舗の統合、商品・サービスの統合等を実施するにあたり、変更による手続等

が必要となるお客さまに対して適切に周知するための一時的な経費や、2026 年 5 月に予定す

る合併とシステム統合を円滑かつ確実に行うための外部専門家等へのコンサルティング経費

を見込んでおります。 

本報告期間においては、組織再編成、システム統合（第三者評価含む）、人事制度等の経

営統合に関わる支援を外部専門家より受けております。 
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３．計画期間中に実施した経営基盤の強化のための措置の実施に要した費用及び交付対象経費並びに

機構に交付を求めた額（累計） 

措置の名称 
同措置の実施に 

要した費用（累計） 
交付対象経費（累計） 

機構に交付を 

求めた額（累計） 

① システム改修 1,723,067,497 円 1,723,067,497 円 574,354,000 円 

② 
機器・装置の 

導入 
― ― ― 

③ 店舗統廃合 68,946,850 円 68,946,850 円 22,982,000 円 

④ 
合併・経営 

統合関連 147,290,000 円 147,290,000 円 49,098,000 円 

  合計 1,939,304,347 円 1,939,304,347 円 646,434,000 円 

※2024 年 3 月期までの福邦銀行に対する資金交付額は 232,079,032 円となります。 

  



 

10 
 

第３．経営基盤の強化のための措置の実施により得られた経営の改善により計画実施地域における基盤

的金融サービスの提供の維持が図られることを示す事項 

 

（１）経営統合により見込まれるシナジー効果 

両行は、本経営統合の目的として、県内最大の金融グループとして、今後一層の地域価値を創造

し、生み出された価値が循環し続ける未来を実現することを掲げ、本経営統合によって、「地域の

課題解決業としての進化2」、「シナジー効果の最大化3」、及び、「ガバナンスの変革4」を実現するこ

とで、金融サービス業を中心とした伝統的なビジネスモデルからの変革と進化を目指しておりま

す。  

これまで単体ベースで実施してきた施策においても、グループ全体の視点で捉え直し、グループ

全体での経営の合理化・効率化を図ります。「最適なチャネル配置」「本部機能の統合」「システ

ム・事務の統合」を実施し、グループ内の人財創出と各種投資余力を創出いたします。併せてグル

ープ全体での人財への資本投資としてリスキリング5・マインドチェンジ6を、必要となるシステム

投資を適時適切に行うことで、グループ一体でのコンサルティング機能強化等を実現し、地域への

「まるごと支援」を図ってまいります。 

その結果、県下最大の金融グループ「F プロジェクト」の存在感向上、地域価値向上につなげ、

そのシナジー効果は 2030 年 3 月期において 60 億円以上を見込んでおります。 

 

【事業の抜本的見直しとシナジー効果】 

 

   

 

                                                   
2 これまで培ってきた両行の強みを融合し、職員同士がさらに高めあうことにより、多面的で複雑化する地域とお客さまの課題

解決に向けて、金融サービス業から地域の課題解決業に進化すること 
3 最適なチャネル配置、システム・事務の統合などのシナジー効果によって、地域とお客さまの課題解決に資する人財を創出する

こと 
4 意思決定の迅速性や戦略の機動性を一層高め、外部環境の変化や課題に、より柔軟に対応できる経営体制へ変革すること 
5 課題解決業として必要なスキルを身につけること 
6 お客さまの課題を解決し、お客さまから信頼や感謝を得ることに喜びを感じるマインドを持つこと、課題解決業として従来の

ビジネスモデルでの視点を 180 度変えること 
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【シナジー効果の推移】  

 

 

 

上記のシナジーにおいてはトップラインシナジー（両行の貸出金利息収入・役務収益、連結

子会社収益の増減）とコストシナジー（両行の人件費・物件費増減）にて構成され、与信費用

の増減は含まれておらず、金融機能強化法に定める「基盤的金融サービスに係る収支」とは異

なります。 

 

（２）基盤的金融サービスに係る収支 

【両行の基盤的金融サービスに係る収支推移（2ブランド維持した場合、両行合算）】  
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【両行の基盤的金融サービスに係る収支推移（合併した場合、両行合算）】 

 

 

両行がこれまでどおり、「2 ブランド」にて事業継続していく場合、基盤的金融サービスに

係る収支は前ページの上表「2 ブランドを維持した場合」のとおり赤字基調の推移が見込まれ

ております。そのため合併による経営統合にてシナジー効果の早期発揮を目指すことで、下表

「合併した場合」のとおり、基盤的金融サービスに係る収支の改善を図り、基盤となる地域で

の安定的かつ持続的な基盤的金融サービスの提供に努めてまいります。 

両行の合併を予定している 2027 年 3 月期までは、シナジー効果による資金利益および役務取

引等利益の増加を見込む一方で、基幹系システム統合はじめ周辺システムの統合等の先行する

経費支出にて基盤的金融サービスに係る収支は赤字を見込んでおります。2028年 3月期以降は、

「まるごと支援」の方針のもと、中小規模事業者に対する貸出の増加とともに与信費用の増加

（「合併した場合」と「2 ブランドを維持した場合」を 2030 年 3 月期の計数にて比較すると、

10 億円の増加）を見込むものの、コスト面におけるプラスシナジーが発揮され、トップライン

シナジーと併せて基盤的金融サービスに係る収支は改善・黒字となり、計画終期となる 2030

年 3 月期には 38 億円の黒字を見込んでおります。2030 年 3 月期の計数にて「合併した場合」

と「2 ブランドを維持した場合」を比較しますと 50 億円の収支改善効果となります。 

【合併した場合の基盤的金融サービスに係る収支の見込み 単位：億円】 
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また、計画期間以降においても、システム投資等の費用負担も一巡し、コスト面でのシナジ

ー効果が発揮されること、また経費の合理化等も進むことから基盤的金融サービスに係る収支

およびコア業務純益（除く投資信託解約損益）は安定的に増加するものと見込んでおります。 

 

（３）シナジー効果等の実績 

【シナジー効果全体】        （単位：億円、単位未満四捨五入） 

 

① トップラインシナジー 

 両行は、「まるごと支援」を起点とした「値決め力」の強化により貸出金利息は順調に増

加し、預金金利引上げによる支払利息の増加はあるものの、両行ともに預貸金利回り差（貸

出金利回り－預金等利回り）は改善し、トップラインシナジーは上半期時点で計画比大きく

上回っております。 

② コストシナジー 

コストにおけるプラスシナジーについては、当初より福邦銀行のベースアップを織り込ん

でおり、その内容で実施しております。またマイナスシナジーについては統合関連費用であ

り、ほぼ計画通りの計上となっております。 

（注）トップラインシナジー ：人的リソースの再配置によるサービス強化を通じた収益力の向上

コスト（プラスシナジー） ：システム改修・統合による固定費減少等により、重複業務解消及び運営コストを削減

コスト（マイナスシナジー）：システム統合費用（減価償却含む）や店舗の統廃合に係る費用

25/3 26/3 27/3 28/3 29/3 30/3

[両行単純合算] 基盤的金融サービスに係る収支 ▲15 ▲21 ▲17 ▲17 ▲13 ▲12

資金利益（有価証券利息配当金除く） 234 234 235 236 235 235

役務取引等利益 34 36 37 39 41 41

その他業務利益（国債等債券損益除く） ▲5 ▲5 ▲6 ▲8 ▲6 ▲6

営業経費 ▲270 ▲270 ▲266 ▲268 ▲266 ▲265

与信関係費用 ▲8 ▲15 ▲17 ▲17 ▲17 ▲17

シナジー効果 ▲15 ▲30 ▲17 26 39 60

トップラインシナジー 1 1 10 20 29 40

コスト（プラスシナジー：コスト削減効果） ▲2 ▲2 6 9 12 21

コスト（マイナスシナジー：コストアップ効果） ▲13 ▲28 ▲33 ▲2 ▲2 ▲2

与信関係費用 0 ▲1 ▲2 ▲4 ▲7 ▲10

［シナジー効果考慮後］基盤的金融サービスに係る収支 ▲29 ▲51 ▲35 5 19 38

コア業務純益（除く投資信託解約損益） 55 46 65 108 123 144

（単位：億円）
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③ 基盤的金融サービスに係る収支およびコア業務純益 

【基盤的金融サービスに係る収支等】           （単位：億円、単位未満四捨五入） 

 

基盤的金融サービスに係る収支は、①資金利益（有価証券利息配当金除く）はトップライ

ンシナジーに記載のとおり計画比上回り、前年同期比増加しましたが、一方で統合費用が計

画通り計上となり営業経費が増加したこと、ならびにお取引先へのきめ細かな改善支援のた

めの与信関係費用の積み増しにより基盤的金融サービスに係る収支およびコア業務純益（除

く投資信託解約損益）は前年同期比減少しております。詳細は次ページ以降の「（参考）報

告基準日時点における経営環境および決算の概要」を参照ください。 
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（参考） 報告基準日時点における経営環境および決算の概要 

１．経営環境 

2025 年度の日本経済は、一部に弱めの動きもみられますが、緩やかに回復しています。先行き

については、各国の通商政策等の影響を受けて、海外経済が減速し、企業の収益なども下押しさ

れるもとで、緩和的な金融環境などが下支え要因として作用するものの、成長ペースは鈍化する

と考えられます。その後については、海外経済が緩やかな成長経路に復していくもとで、成長率

を高めていくと見込まれます。 

福井県内経済は、緩やかに回復しつつあります。個人消費は回復しつつあり、企業の生産活動

も持ち直しつつあります。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果

もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、物価上昇の継続、米国の通商政策、

金融資本市場の変動等の影響に注意する必要があります。 

２．決算の概要 

（１）資産・負債の状況（両行合算・単体ベース、前年度比増減） 

  両行合算の主要勘定のうち、貸出金残高は 157 億円減少して 2兆 4,482 億円となりました。有

価証券残高は 211 億円増加して 9,864 億円となりました。預金残高は 64 億円減少して 3兆 2,950

億円となりました。 

  福井銀行の主要勘定のうち、貸出金残高は 175 億円増加して 2兆 604 億円となりました。有価

証券残高は 211 億円増加して 9,860 億円となりました。預金残高は 311 億円増加して 2兆 8,967

億円となりました。 

  福邦銀行の主要勘定のうち、貸出金残高は 333 億円減少して 3,878 億円となりました。預金残

高は 376 億円減少して 3,983 億円となりました。 

【両行合算】              （単位：百万円） 

 

2025/9期 
2024/9期 

実績 実績 前年度比 

資産 4,333,655 ▲59,989 4,393,644 

 
うち貸出金 2,448,287 ▲15,764 2,464,051 

うち有価証券 986,474 21,192 965,282 

負債 4,189,291 ▲65,529 4,254,820 

 うち預金 3,295,093 ▲6,492 3,301,585 

 

【福井銀行】              （単位：百万円） 

 

2025/9期 
2024/9期 

実績 実績 前年度比 

資産 3,914,687 ▲23,997 3,938,684 

 
うち貸出金 2,060,460 17,578 2,042,882 

うち有価証券 986,080 21,192 964,888 

負債 3,783,704 ▲30,093 3,813,797 

 うち預金 2,896,748 31,117 2,865,631 
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【福邦銀行】              （単位：百万円） 

 

2025/9期 
2024/9期 

実績 実績 前年度比 

資産 418,968 ▲35,992 454,960 

 
うち貸出金 387,826 ▲33,343 421,169 

うち有価証券 394 0 394 

負債 405,587 ▲35,436 441,023 

 うち預金 398,344 ▲37,609 435,953 

 

（２）損益の状況（両行合算・単体ベース、前年度比増減） 

  両行合算の資金利益は 8.3 億円増加し 187.2 億円、経費は 22.0 億円増加し 156.0 億円、実質業

務純益は 4.2 億円減少し 45.4 億円、コア業務純益は 20.1 億円減少し 55.2 億円となりました。貸

倒償却引当費用は22.7億円増加し28.4億円、経常利益は4.4億円減少し57.9億円となりました。

特別損益は 3.8 億円減少し▲3.3 億円となり、中間純利益は 22.5 億円減少し 32.9 億円となりま

した。 

 

  （両行合算）                        （単位：百万円） 

項    目 

2025/９期 
2024/9期 

実績 実績 前年度比 

 業 務 粗 利 益 20,148 1,783 18,365 

 

資 金 利 益 18,725 830 17,896 

役 務 取 引 等 利 益 2,285 ▲162 2,447 

そ の 他 業 務 利 益 ▲862 1,116 ▲1,978 

 経 費 15,605 2,208 13,397 

 う ち 人 件 費 6,770 209 6,561 

 う ち 物 件 費 7,940 1,897 6,042 

 実 質 業 務 純 益 4,543 ▲425 4,968 

 コ ア 業 務 純 益 5,528 ▲2,011 7,540 

 コア業務純益（除く投資信託解約損益） 5,460 ▲334 5,794 

 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ① ▲199 701 ▲901 

 臨 時 損 益 1,054 683 371 

 う ち 不 良 債 権 処 理 額 ② 3,044 1,573 1,471 

（貸倒償却引当費用①＋②） 2,844 2,275 569 

 経 常 利 益 5,797 ▲443 6,240 

 特 別 損 益 ▲336 ▲386 50 

 う ち 減 損 損 失 234 232 1 

 税 引 前 中 間 純 利 益 5,461 ▲829 6,290 

 法 人 税 等 合 計 2,161 1,425 736 

 中 間 純 利 益 3,299 ▲2,255 5,554 
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福井銀行の資金利益は 8.6 億円増加し 161.0 億円、経費は初任給の引上げや定例給与のベー

スアップ実施、また経営統合関連費用の計上から 17.6 億円増加し 125.1 億円、実質業務純益は

1.6 億円増加し 50.5 億円、コア業務純益は 14.2 億円減少し 60.4 億円となりました。貸倒償却

引当費用は 22.3 億円増加し 27.2 億円、経常利益は 2.3 億円増加し 64.0 億円となりました。中

間純利益は 12.8 億円減少し 42.5 億円となりました。 

 

  （福井銀行）                        （単位：百万円） 

項    目 

2025/9期 
2024/9期 

実績 実績 前年度比 

 業 務 粗 利 益 17,570 1,928 15,641 

 

資 金 利 益 16,105 865 15,240 

役 務 取 引 等 利 益 2,327 ▲52 2,379 

そ の 他 業 務 利 益 ▲862 1,116 ▲1,978 

 経 費 12,513 1,766 10,746 

 う ち 人 件 費 5,606 276 5,329 

 う ち 物 件 費 6,163 1,377 4,785 

 実 質 業 務 純 益 5,057 161 4,895 

 コ ア 業 務 純 益 6,042 ▲1,424 7,467 

 コア業務純益（除く投資信託解約損益） 5,974 252 5,721 

 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ① ▲165 315 ▲480 

 臨 時 損 益 1,182 383 799 

 う ち 不 良 債 権 処 理 額 ② 2,894 1,918 975 

（貸倒償却引当費用①＋②） 2,729 2,233 495 

 経 常 利 益 6,404 230 6,174 

 特 別 損 益 3 ▲32 35 

 う ち 減 損 損 失 1 ▲0 1 

 税 引 前 中 間 純 利 益 6,407 197 6,209 

 法 人 税 等 合 計 2,154 1,484 670 

 中 間 純 利 益 4,253 ▲1,286 5,539 

 

福邦銀行の資金利益は 0.3 億円減少し 26.2 億円、経費は経営統合を見据えた人事制度改定に

伴うベースアップ実施と経営統合関連費用の計上にて 4.4 億円増加し 30.9 億円、実質業務純益

は 5.8 億円減少し▲5.1 億円、コア業務純益は 5.8 億円減少し▲5.1 億円となりました。貸倒償

却引当費用は 0.4 億円増加し 1.1 億円、経常利益は 6.7 億円減少し▲6.0 億円となりました。

特別損益は 3.5 億円減少し▲3.3 億円となり、中間純利益は 9.6 億円減少し▲9.5 億円となりま

した。 
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  （福邦銀行）                        （単位：百万円） 

項    目 

2025/9期 
2024/9期 

実績 実績 前年度比 

 業 務 粗 利 益 2,578 ▲145 2,724 

 

資 金 利 益 2,620 ▲35 2,656 

役 務 取 引 等 利 益 ▲41 ▲109 67 

そ の 他 業 務 利 益 ▲0 ▲0 － 

 経 費 3,092 441 2,650 

 う ち 人 件 費 1,164 ▲67 1,231 

 う ち 物 件 費 1,777 519 1,257 

 実 質 業 務 純 益 ▲514 ▲587 73 

 コ ア 業 務 純 益 ▲513 ▲587 73 

 コア業務純益（除く投資信託解約損益） ▲513 ▲587 73 

 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 ① ▲34 386 ▲421 

 臨 時 損 益 ▲127 300 ▲428 

 う ち 不 良 債 権 処 理 額 ② 150 ▲344 495 

（貸倒償却引当費用①＋②） 115 41 73 

 経 常 利 益 ▲607 ▲673 66 

 特 別 損 益 ▲339 ▲354 14 

 税 引 前 中 間 純 利 益 ▲946 ▲1,027 80 

 法 人 税 等 合 計 7 ▲58 65 

 中 間 純 利 益 ▲953 ▲969 15 

 

（３）自己資本比率の状況（グループ連結、両行単体ベース、前年度末比増減） 

  連結自己資本比率は、2024 年 9 月末比 0.51 ポイント上昇し、8.05％となりました。 

  福井銀行の自己資本比率は、2024 年 9 月末比 0.72 ポイント上昇して 8.33％となりました。 

  福邦銀行の自己資本比率は、2024 年 9 月末比 0.34 ポイント下落して 5.38％となりました。 

 

（両行連結）                       （単位：百万円） 

 2024/9 末 2025/9 末 増 減 

自己資本の額 132,983 135,580 2,587 

リスク・アセット等の額 1,763,540 1,683,864 ▲79,676 

自己資本比率（％） 7.54％ 8.05％ 0.51％ 

 

（福井銀行）                       （単位：百万円） 

 2024/9 末 2025/9 末 増 減 

自己資本の額 115,380 120,448 5,058 

リスク・アセット等の額 1,516,085 1,444,800 ▲71,285 

自己資本比率（％） 7.61％ 8.33％ 0.72％ 
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 （福邦銀行）                       （単位：百万円） 

 2024/9 末 2025/9 末 増 減 

自己資本の額 14,673 14,062 ▲611 

リスク・アセット等の額 256,286 261,099 4,813 

自己資本比率（％） 5.72％ 5.38％ ▲0.34％ 

 

（４）金融再生法開示債権の状況 

  両行合算での金融再生法開示債権は、2024 年 9 月末比 69.9 億円増加して 451.1 億円となりま

した。総与信残高比は、0.29 ポイント上昇し、1.82％となりました。 

  福井銀行の金融再生法開示債権は、2024 年 9 月末比 89.2 億円増加して 341.5 億円となりまし

た。総与信残高比は、0.41 ポイント上昇し、1.63％となりました。 

  福邦銀行の金融再生法開示債権は、2024 年 9 月末比 19.3 億円減少して 109.6 億円となりまし

た。総与信残高比は、0.24 ポイント下落し、2.82％となりました。 

 

  （両行合算）                       （単位：百万円） 

 2024/9 末 2025/9 末 増 減 

金融再生法開示債権 38,121 45,116 6,994 

総与信残高 2,485,358 2,475,071 ▲10,286 

総与信残高比（％） 1.53％ 1.82％ 0.29％ 

 

  （福井銀行）                       （単位：百万円） 

 2024/9 末 2025/9 末 増 減 

金融再生法開示債権 25,222 34,151 8,929 

総与信残高 2,063,901 2,086,935 23,033 

総与信残高比（％） 1.22％ 1.63％ 0.41％ 

 

  （福邦銀行）                       （単位：百万円） 

 2024/9 末 2025/9 末 増 減 

金融再生法開示債権 12,899 10,964 ▲1,934 

総与信残高 421,456 388,136 ▲33,319 

総与信残高比（％） 3.06％ 2.82％ ▲0.24％ 
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第４ 中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資する

方策 

１．中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の計画実施地域における経済の活性化に資する

ための方針 

両行は、福井県下最大の金融グループとして、地域マーケットでの存在感の高まりとともに、

地元の中小規模の事業者に関する一層の取組みが期待されています。 

2022 年 4 月に、地域の持続的な発展を目指して、グループの 10 年後のありたい姿として「F

プロジェクト Vision2032」を策定し、その中で、地域やお客さまの多様なチャレンジに伴走し、

地域内で生み出された価値（地域価値）が循環し続ける「地域価値循環モデル」の実現を目指

すとしております。この実現により、10 年後のチャレンジゴールとして「ウェルビーイングを

実感する職員の比率7100%」、「1 人あたりの福井県民所得8＋100 万円」、「福井県活力人口9100

万人」、「連結当期純利益 100 億円」を目指しております。 

 

【F プロジェクト Vision2032 で定める『地域価値循環モデル』と『チャレンジゴール』】 

 

 

グループ職員一人ひとりがお客さまのチャレンジに寄り添い、より効果的なコンサルティン

グ機能を発揮することで、地域やお客さまの課題解決とさらなる成長、資産形成の支援に取り

組んでおります。今後も、これまで培ってきた両行の幅広いネットワークの活用やグループが

持つ強みやノウハウを活かし、お客さまへの支援方針を「まるごと支援」として、「地域まる

ごと支援（地域のすべてのお客さまを対象に取引の深化）」と「課題まるごと支援（お客さま

を起点とした幅広い課題を支援）」を掲げ、地域の課題解決業として進化し、「地域価値循環

モデル」の実現に努めてまいります。 

 

 

                                                   
7 毎年実施する「ウェルビーイング調査（グループ全役職員対象）」のポジティブ回答のこと 
8 個人や企業の所得を表す県民経済全体の所得のこと 
9 「福井県長期ビジョン」で基本目標に掲げる人口の考え方で、交流人口・関係人口を定住人口に換算し、定住人口と足し 

合わせた人数のこと 
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まずはお客さまへの一体対応に向け、これまで両行がそれぞれに展開していた指揮系統や目

標の共通化を目的に 2024 年 4 月から両行共通のエリアとして、エリア内の指揮系統の整理とグ

ループ共通目標を設定しております。また、2024 年 6 月に、地域のすべてのお客さまの幅広い

課題解決の支援に向けた企画・態勢整備・推進を強化するために「営業支援本部」を「地域ま

るごと支援本部」に改称し、傘下の専門チームの統合を図っております。 

合併を見据えて、営業店においては、下記の戦略を講じてまいります。 

 

①コアゾーン戦略（中規模以上のお客さま） 

 ・福井銀行の強み（組織力・課題解決力）の発揮最大化 

・産業・雇用面で中核的な存在のお客さまの経営課題に伴走支援強化 

・多様な課題解決スキルの人財増加、グループ会社の提案力向上 

 

   ②ネクストステージ戦略（小規模なお客さま） 

    ・福邦銀行の強み（伴走力・原則支援スタンス）の発揮最大化 

    ・お客さまの事業性理解を深め、真の課題「解決」「発見」強化 

    ・職員のスキルアップにより①コアゾーン戦略の人財を輩出していく 

 

   ③アウトバウンド戦略（小規模なお客さま） 

    ・福邦銀行の強みであるコールセンターによるお客さま支援を両行のお客さまに拡大 

    ・銀行内部担当者の営業経験機会の場として活用 

 

   このように、地域のすべてのお客さまに対して、お客さまの課題を起点とした幅広い課題解

決を展開することで、金融サービス業を中心とした伝統的なビジネスモデルから「地域の課題

解決業」への進化を果たし、持続的な「地域価値循環モデル」の実現を果たしてまいります。 
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２．中小規模の事業者に対する信用供与その他の基盤的金融サービスの実施体制の整備のための方

策 

福井銀行は、グループ営業強化を目的とし、2022 年に福邦銀行へアドバイザーとして 1 名出

向とし、福邦銀行内でのアドバイザー体制を構築・増員しております。併せて福邦銀行のお客

さま向けに、福邦銀行からのトスアップにて、福井銀行グループ会社の各種サービス等の提案

を行い、福邦銀行からのグループ会社へのトスアップ件数も年々増加しております。福井銀行

グループ会社も、2021 年に福井キャリアマネジメント10、2022 年にふくいヒトモノデザイン11、

ふくいのデジタル12、2023 年にふくいキャピタルパートナーズ13を新設し、グループ内のコンサ

ルティング人財を増員とするなど、本部・営業店・グループ会社（コンサルティング・IT・決

済・信用保証・リースなど）が一体となって「地域価値循環モデル」の実現に向け、体制構築

に努めてまいりました。   

今後は、両行とグループ会社における人財交流、福井（福邦）銀行の強みとなる分野におけ

る研修への両行参加、両行の課題解決力向上に向けた両行共通の営業マニュアル策定など、す

べてのお客さまに両行の職員が対応できるよう取り組んでまいります。両行のグループ全体で

の総合コンサルティング機能発揮のため、お客さまの幅広い課題に対し、必要に応じ外部専門

家・支援機関等とも積極的に連携し、お客さまによりよい支援態勢を構築してまいります。な

お、これらの取組み等は F プロジェクト推進委員会14等でその進捗をフォローアップしてまいり

ます。 

組織再編成で創出した人財を、コンサルティング分野に振り分け、かつ合併によって両行間

の構造的な利益相反関係を解消することで、その効果の最大化を図ってまいります。両行合併

後の体制については、合併銀行の組織体制等と併せて検討してまいります。 

 

   

３．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

（１）担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信

用供与の条件又は方法の充実のための方策 

両行は、「経営者保証に関するガイドライン」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監

督指針」の趣旨に鑑み、財務情報・不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の促進に

                                                   
10 2021 年 11 月新設、資本金 5,000 万円、主に有料職業紹介業務と労働者派遣業務 
11 2022 年 7 月新設、資本金 9,000 万円、主に観光事業と物販事業 
12 2022 年 9 月新設、資本金 1 億円、主にスマートフォンアプリサービス事業、「Digi 田甲子園 2023 ベスト 4」「令和 5 年度地方 

創生に資する金融機関等の「特徴的な取組事例」として授賞 
13 2023 年 10 月新設、資本金 7,000 万円、主に投資事業有限責任組合の運営および管理 
14 両行の会長・頭取を委員長、副委員長とした両行横断型の組織であり、定期的に F プロジェクトに関する計画の立案や進捗 

状況の共有を行っております。 
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努めていくと共に、多様な需要に対応した融資形態を継続して構築してまいります。 

今後は、両行合併前までに、両行の融資文化を共有・理解するために、本部審査担当者の

両行間の人財交流や研修等を開催し、両行の役員がその理解と深耕のため営業店等への臨店

等を行ってまいります。合併後においても、両行のお客さまが利用しやすい商品サービスの

ラインナップ充実等を図り、一層の信用供与の円滑化の取組みに努めてまいります。 

本報告期間においては、本部審査担当者の両行間の人財交流や研修等を実施し、与信判断

時の基本的な考え方等、両行で周知を実施するなど両行の融資文化の共有・理解を進めてお

ります。 

（２）中小規模事業者等向け信用供与円滑化計画を適切かつ円滑に実施するための方策 

福井銀行は、お客さまとの「事業性理解」を通じた将来像の共有とその将来像に向けたお

客さまの課題の「発見」と「解決」を伴走支援していくことで、お客さまとの関係性を深化

してまいりました。 

福邦銀行は、過去の計画（経営強化計画、実施計画）において本業支援の推進に取り組ん

できた結果、中小規模事業者向けの貸出の増加が確認できており、本実施計画でも引き続き

本業支援の強化に基づく諸施策の実行とお客さまの満足度向上により、中小規模事業者向け

の信用供与の円滑化に取り組んでまいります。 

両行は、2026 年 5 月に予定している合併を見据えて、福井銀行の強み（営業基盤・組織力・

課題解決力など）と、福邦銀行の強み（親近感・伴走力など）の融合を図り、事業規模にお

いて全階層に対して取り組み、かつ職員のスキルと経験に応じた担当者を適材適所で配置し

てまいります。詳細は 20～21 ページを参照ください。本取組みは両行本部支店間の連携の強

化に加え、両行共通の研修等の展開等にて職員の一層のレベルアップとコンサルティング能

力の向上に努めてまいります。 

本報告期間においては、両行合算での中小規模事業者向け貸出残高は始期比上回るも、計

画比下回っております。要因としては福邦銀行における貸出残高の減少であり、これは合併

を見据えたまるごと支援の強化に向けた体制づくりをすすめつつ、両行とお取引のあるお客

さまを、お客さまのご了解のもとお取引を福井銀行に一本化を進めたこと、また主に福邦銀

行において、事務・システム面を福井銀行に片寄せする方針のもと、お客さまへの変更案内

等に時間を要したこと等があげられます。 

【中小規模事業者等向け信用供与の実績】                           (単位：億円、単位未満四捨五入) 
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※中小規模事業者等向け貸出とは銀行法施行規則別表第一における「中小企業等」から個人事業者以外の 

個人を除いた先に対する貸出で、かつ次の貸出を除外しております。 

・政府系出資主要法人向け貸出および特殊法人向け貸出 

・土地開発公社向け貸出等 

・大企業が保有する各種債権又は動産・不動産の流動化スキームに係るＳＰＣ向け貸出等 

・その他金融機能強化法の趣旨に反するような貸出 

 

４．その他計画実施地域における経済の活性化に資する方策 

両行は、法人のお客さまの課題解決に向け、両行の強みを融合させた営業体制により、地

域のすべてのお客さまに対する幅広い支援（「まるごと支援」）を実践してまいりました。

具体的には両行共通のエリア営業体制の実施による人的資源の活用と、営業スタイルの融合

を目的とした両行間での人事交流を実践いたしました。またお客さまの財務面だけでなく、

非財務面も含めた事業性理解を進めることで、より多様な課題発見と解決に取り組んでまい

りました。 

本報告期間においては、両行合算での経営改善支援等取組件数は計画比下回っております。

要因としては主に福邦銀行において、事務・システム面を福井銀行に片寄せする方針のもと、

お客さまへの変更案内等に時間を要したこと等があげられます。 

 

（１）創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

福井県の人口減少や民間事業所数、企業等数の推移は減少基調にあり、将来の減少が見込ま

れる環境下においては、創業や新たなビジネスチャンスを獲得する企業への支援は、地域金融

機関として不可欠です。「創業」そしてここ 9年で新規開業における業種別構成比で最も高ま

った業種「飲食サービス業・宿泊業」15に強みのある福邦銀行のノウハウ等（計画書策定支援・

補助金策定支援・ビジネスマッチングや顧客紹介業務等）をグループ内で共有し、県下の創業

案件、第二創業案件について、資金供給および事業計画策定支援、補助金策定支援等、事業の

安定化までのフォローアップ支援を、グループ全体で取り組んでまいります。その中で県下支

援機関等とも連携しながら、創業・新事業に関するコンサルティング営業の向上と、成長まで

の過程を支える金融機関として、円滑な資金の供給・仲介の推進を図ってまいります。 

（２）経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む。）に対する支援に係る機能の強

化のための方策 

中小規模事業者、特に小規模事業者については「経営上の問題点」として「売上不振」の割

合が最も高く16、販路開拓の課題に対応し、売上の確保と事業の持続的な発展を支えていくこ

とが地域金融機関として不可欠です。小規模事業者は福邦銀行の主な経営基盤であり、福邦銀

行単体のネットワークだけでなく、福井銀行のネットワークを活用し、多くのマッチング機会

を提供することで、福井県下の小規模事業者の販路開拓の課題解決に努めてまいります。また

福井県には小規模事業者において優れた技術や製品等もあり、グループ会社である「ふくいヒ

トモノデザイン」による大手バイヤー等とのマッチングや各種商談会など、県内事業者の活性

化に向けた取組みを進めます。 

経営強化支援に関しては、グループ会社の「福井キャピタル&コンサルティング」に高度な

                                                   
15 （出典）中小企業庁「2024 年版中小企業白書・小規模企業白書概要」29 ページ図 3 
16 （出典）同上 27 ページ図１ 
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コンサルティング支援を行う人財を集約し、戦略型コンサルチームが主となって取り組んでお

ります。両行からの経営強化支援課題に対する同社へのトスアップに対して、伴走支援してお

ります。 

人材確保に関しては、福井県の有効求人倍率は全国トップクラスであり、グループ会社であ

る「福井キャリアマネジメント」にて人材派遣・人材紹介を展開しております。 

デジタル利用推進に関しては、銀行およびグループ会社である「福井ネット」による IT コ

ンサルティング支援を強化し、面的には福井県内の企業においてデジタル化を推進する人材の

不足や知識の不足、資金不足から、特に小規模の企業においては足踏み傾向が見られます。福

井県内の企業の活性化を目指すために、2024 年 5 月に福井県、公益財団法人ふくい産業支援セ

ンター、株式会社福井新聞社等と連携し、「ふくいデジタル推進アライアンス」を発足してお

ります。金融機関のみならず、企業の課題等を深く理解する各機関との連携により、デジタル

の力を最大限に活用するための迅速な支援体制を構築しております。 

このように、定期的にお客さまの声を聞き、事業を理解し、課題の発見に努め、お客さまが

真に求める課題解決に応える経営相談体制を強化してまいります。 

（３）早期の事業再生に資する方策 

福井銀行においては、本部に営業店をサポートする役割に特化したアドバイザー（一次相談

窓口）を配置し、営業店と連携してお客さまの課題を整理し、グループ全体でコンサルティン

グ機能を発揮することにより、融資・コンサルティングの両面での解決策を提供しております。

また、福邦銀行においては、企業経営支援チームに事業再生を支援する人財を配置し、主に小

規模となる中小企業等を支援する体制が構築されております。2021 年 10 月のグループ化以降

において、事業再生・経営改善をテーマとした福井銀行の研修に福邦銀行も参加するなど、グ

ループとしての再生支援人財の育成、支援スキルの高度化等を図っております。 

両行合併後の再生支援体制については、合併銀行の組織体制等と併せて検討してまいりま

す。また組織再編成で創出した人財を、事業再生や経営改善が必要となるお客さま支援に振り

分け、お客さまの成長支援・再生支援の早期実現と、グループ内人財の育成、組織としての高

度なソリューション提供の実現に努めてまいります。 

 

（４）事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

福井県内の経営者の高齢化や後継者不在企業の増加などを背景に、事業承継は喫緊の課題と

認識しております。早期に事業承継の検討等を行うことで、県内の産業基盤の喪失を抑える効

果があります。また、新事業の展開等、成長に向けた支援として事業譲渡も有効的と捉えてお

ります。両行は、事業承継は地域の雇用の維持や経済活性化に資する支援施策と捉え、グルー

プ内で事業承継・Ｍ＆Ａに関するコンサルティングおよび人材育成を図っております。また

2023 年 10 月にグループ会社「ふくいキャピタルパートナーズ」を新設し、事業承継を支援す

るためのファンド運営も行っております。 

組織再編成による経営効率の向上により創出した人財を、同業務を取り扱う分野に再配置

し、両行の培ってきたノウハウとネットワークを十分に活用することで、事業承継に対する支

援にかかる機能を強化してまいります。  
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【経営改善支援等取組件数（地域経済への活性化への貢献の状況を示す指標）】  (単位：件数) 

（福井銀行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（福邦銀行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （両行合算・合併行） 
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※各項目の定義「経営改善支援等取組」とは、下記の項目への取組件数といたします。 

①創業・第二創業支援 

 ・両行にて創業・第二創業先に融資を実行した先 

②ビジネスマッチング支援 

 ・両行にてビジネスマッチング支援の上、成約した先 

③事業承継・M&A支援 

 ・両行がトスアップし、グループ会社である福井キャピタル&コンサルティングにて取組み実施した先 

④経営強化等支援 

 ・両行がトスアップし、グループ会社である福井キャピタル&コンサルティングにて取組み実施した先 

⑤ITコンサル支援 

 ・両行がトスアップし、福井銀行営業支援グループ等にて取組み実施した先 

⑥人材紹介支援 

 ・両行がトスアップし、グループ会社である福井キャリアマネジメントにて取組み実施した先 

⑦補助金策定支援 

 ・両行にて補助金策定支援した先 

⑧コベナンツ融資・劣後ローン導入 

 ・両行にてコベナンツ融資もしくは劣後ローンを導入した先 

⑨SDGs・脱炭素関連支援 

 ・両行にてSDGｓ・脱炭素に資する取組みを支援した先 

⑩観光まちづくり支援 

 ・両行にて、観光活性化に資する新商品販売や設備投資に対し支援した先 

 

  ※集計につきましては、半期間で経営支援項目が同一先で重複することがあり、計数は重複計上となることが

あります。例えば、2024年11月にビジネスマッチング支援を実施した先に、2025年1月に補助金策定支援した

場合、②ビジネスマッチング支援に１、⑦補助金策定支援に１の計上となります。  
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第５ 実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の確立に関する事項 

１．実施計画に係る管理体制 

実施計画に掲げる施策の進捗管理は、福井銀行においては定例報告会（毎月開催）にて、福

邦銀行においては役員部長会（毎月開催）にて月次管理とし、その内容等は経営会議等に報告

してまいります。進捗管理の上、計画との乖離が生じた、または生じる場合にはその打開策等

を検討し、経営会議等にて協議し速やかに実行とします。 

実施計画にて記載する施策は、両行としての施策でもあり、両行の経営会議協議前に、「F

プロジェクト推進委員会」での協議を行うことで、実現性の高い打開策等を講じる体制となっ

ております。 

また、資金の交付を受けて実施しようとする経営基盤の強化のための措置の担当部署につい

ては、両行ともに「F プロジェクト推進委員会」「経営会議等」の事務局である経営企画 G経

営企画 Tとし、交付を受けた資金の経理の担当部署については、福井銀行は経営管理 T、福邦

銀行は経営管理室といたします。 

 

２．実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策 

両行は、実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制の強化のための方策を以下の通

り行ってまいります。なお、両行合併後の経営体制については、合併銀行の組織体制等と併せ

て検討してまいります。 

 

（１）業務執行に対する監査又は監督の体制の強化のための方策 

① 取締役会 

福井銀行の取締役会は、取締役を 11 名（うち社外取締役 4 名）により構成されており、取

締役会の開催・決議方法・付議基準等を定めた取締役会規程に従い、経営上の重要事項に係る

意思決定と執行状況の監督機能が十分に確保できるよう適切な運営を行っています。特に、社

外取締役については、独立した立場から高い監督機能の発揮を求めています。 

福邦銀行の取締役会は、取締役を 8名（うち社外取締役 2 名）とし、経営の基本方針に基づ

く経営上重要な事項を決定しております。客観的でかつ幅広い視野に立った協議を行うこと

で、経営管理の一層の向上につなげ、地域金融機関として責任ある経営体制の確立に努めてま

いります。 

② F プロジェクト推進委員会 

F プロジェクト推進委員会は、両行の会長・頭取を委員長、副委員長とした両行横断型の組

織であり、定期的に F プロジェクトに関する計画の立案や進捗状況の共有を行っております。

実施計画にて記載する施策も F プロジェクト推進委員会にて協議されたものであり、その実行

は両行にとっても経営基盤を強化するために必要となります。実施計画の進捗状況について

は、F プロジェクト推進委員会にて優先順位高く共有し、また、課題対応等につきましても、

迅速に対応できるようにしっかりと協議してまいります。 
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③ 監査委員会・監査役会 

福井銀行は、指名委員会等設置会社であり、三委員会の一つとして監査委員会を設置してお

ります。同委員会は取締役 3名（うち社外取締役 2名、委員長は社外取締役）により構成され、

監査委員会規程に従い、監査の方針、監査計画、株主総会に提出する会計監査人の選解任議案

等の事項について決議しています。 
福邦銀行は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役 3 名（うち社外監査役 2 名）

で構成されております。各監査役は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役、内

部監査部門等からその職務の執行状況を聴取し、取締役の職務執行を監査しております。また

監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役を選任しております。 

 

（２）リスク管理の体制の強化のための方策 

両行は、リスク管理の体制の強化のための方策を以下の通り行ってまいります。なお、両行

合併後の経営体制については、合併銀行の組織体制等と併せて検討してまいります。 

① 統合的リスク管理態勢 

福井銀行は、「リスク管理の基本方針」に基づき、収益機会の獲得および拡大につながるリ

スクを適切に取りながら収益力の強化に努めると同時に、地域における金融システムの担い手

として健全かつ収益力の高い経営を行わなければならないと認識しており、その実現のため

に、個々のリスク管理の態勢整備に加え、それらを統合的に把握し管理する統合的リスク管理

の態勢整備を行うことを通じて、業務の健全性および適切性の確保を行うことをリスク管理の

基本方針としています。リスク資本制度に基づいて、経営会議でリスクカテゴリー別に配賦す

る資本額（リスク資本）の決議を行い、その範囲内にそれぞれのリスク量（VaR（バリュー・

アット・リスク））をコントロールすることで、全体のリスクを経営体力の範囲内に収めてい

ます。 
福邦銀行は、「リスク管理の基本方針」に基づき、当行の直面するリスクを総体的に捉え、

適切に管理し、業務の健全性および適切性を確保しております。各担当部署は、担当する業務

に関るリスクの状況およびその管理施策・問題点等を随時、担当役員へ報告、影響が大きいと

考えられるものについては経営陣へ報告し、さらに必要に応じ、取締役会等に報告しておりま

す。 
なお、同部門は両行間で業務・拠点の共同化・共通化を通じて、単体のみならずグループと

しての管理体制の強化に努めております。 

② 信用リスク管理態勢 

福井銀行は、信用リスクの集中を回避し、バランスの取れた与信ポートフォリオを構築する

ため、与信集中リスクの把握、削減に取り組んでおります。また、計測した信用リスク量につ

いては、信用格付け別、業種別、地域別などの信用リスクの状況を評価・分析し、量的な管理、

コントロールを行っております。組織体制としては、融資支援グループ融資管理チームを担当

部署とし、個別の与信審査の担当部署は融資支援グループ融資支援チームとしております。同

態勢ならびに与信運営および管理状況の検証・監査を行うため、監査グループ監査チームが監

査を行っております。 
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福邦銀行は、信用リスク管理態勢として、管理部署である営業支援グループ融資企画チーム

が与信全体のＥＬ（期待損失：平均的状況における貸出の損失額）およびＵＬ（非期待損失：

貸出の最大損失額から期待損失を控除した損失額）を毎月計測し、リスク量のモニタリングを

行うとともに、その結果をＡＬＭ委員会に報告しております。ＡＬＭ委員会での協議内容等は

毎月の取締役会等に報告しております。 

③ 市場リスク管理態勢 

福井銀行は、福邦銀行を含め、預金、貸出金、有価証券等の資産・負債について、銀行勘定

の金利リスクに基づき金利リスク量をコントロールしております。市場投資部門における市場

リスクについてはポジション枠や損失限度を設定することで市場リスクを一定の範囲内でコ

ントロールしております。組織体制としては、リスク統括グループ統合リスクチームを管理部

署とし、業務所管部署（フロント・オフィス）、市場リスク管理担当部署（ミドル・オフィス）、

事務管理担当部署（バック・オフィス）を明確に分離し、相互に牽制する体制としております。 

④ 流動性リスク管理態勢 

福井銀行は、資金繰りの状況に応じて、「平常時」「懸念時」「危機時」の区分を設定し、

それぞれの区分に応じた管理手法、報告体制、決済方法を整備しています。また短期間で資金

化可能な資産を一定額以上確保する流動性準備高の管理を通じたモニタリングを行っており

ます。組織体制としては、リスク統括グループ統合リスクチームを管理部署とし、資金調達・

運用部署（フロント・オフィス）、流動性リスク管理担当部署（ミドル・オフィス）、資金繰り

管理担当部署（バック・オフィス）を明確に分離し、相互に牽制する体制としております。 

福邦銀行は、銀行が直面する流動性リスクを適切に管理するために、関連部署との情報の共

有化を行い、管理手法の改善等の協議を行う等、流動性リスク管理体制の整備を図り、総合的

な管理、迅速な対応を行うことで資金繰りの安定に努めております。 

⑤ オペレーショナル・リスク管理 

福井銀行は、オペレーショナル・リスクを①事務リスク、②システムリスク、③法務リスク、

④人的リスク、⑤有形資産リスク、⑥風評リスク、⑦サイバーセキュリティリスク、の 7つに

分類し、リスク発生の未然防止および発生時の影響極小化に努めております。組織体制として

は、リスク統括グループ統合リスクチームを総合的管理部署とし、各オペレーショナル・リス

ク管理担当部署等と、他の部署に対する牽制機能を発揮する態勢としております。 

福邦銀行は、オペレーショナル・リスクを「事務リスク」、「システムリスク」、「その他

オペレーショナル・リスク（法務リスク・人的リスク・有形資産リスク・風評リスク）」と特

定し、それぞれのリスクについて、主管部署を設置し、総合的管理部署をリスク統括室として

おり、他の部署に対する牽制機能を発揮する態勢としております 

（３）法令遵守の体制の強化のための方策 

両行は、法令遵守の体制の強化のための方策を以下の通り行ってまいります。なお、両行合

併後の経営体制については、合併銀行の組織体制等と併せて検討してまいります。 

① コンプライアンス管理態勢 
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福井銀行は、コンプライアンスの徹底を最重要施策と位置付け、「コンプライアンス基本方

針（5 つの原則）」を定め、確固たる「コンプライアンス態勢」の維持向上に積極的に取り組

むことを企業文化としています。また、コンプライアンス体制を規定し、守るべき法令や行動

規範および対応等を「コンプライアンスマニュアル」に示し、「コンプライアンス・プログラ

ム（具体的な実践計画）」を毎年策定しております。頭取を統括責任者とし、経営会議におい

て重要事項の審議、決定および報告を行うとともに、コンプライアンス態勢の実効性を評価し、

問題点を改善しております。 

福邦銀行は、法令遵守（以下コンプライアンス）に係る管理を総合的、体系的に実施すべく、

「コンプライアンス基本方針」および「法令遵守規程」を定めて、コンプライアンスを徹底す

るためにマニュアル等を制定するほか、「コンプライアンス・プログラム（具体的な実践計画）」

を毎年策定しております。コンプライアンス統括部署をリスク統括室とし、コンプライアンス

の一元管理を行っております。また、経営会議においてコンプライアンスに関する重要な事項

を協議、決定することとし、必要に応じて取締役会に報告する体制をとっており、全行的なコ

ンプライアンス意識の醸成と法令遵守の実効性を高めております。 

② 顧客保護等管理態勢 

福井銀行は、取締役会で決議した「顧客保護等基本方針」に基づき、顧客説明管理、顧客サ

ポート等管理、顧客情報管理、外部委託管理、利益相反管理、その他管理に区分し、統括部署

をリスク統括グループコンプライアンス統括チームとし、定期的に担当執行役等に報告し、顧

客保護等の強化を図っております。また「個人情報保護宣言」や「利益相反管理基本方針」に

基づき個人情報保護、利益相反の管理を適切に行っております。 

福邦銀行は、取締役会で決議した「顧客保護等基本方針」に基づき、顧客説明管理、顧客サ

ポート等管理、顧客情報管理、外部委託管理、利益相反管理、その他管理に区分し、統括部署

をリスク統括室とし、定期的に経営会議等に報告し、顧客保護等の強化を図っております。ま

た「プライバシーポリシー（個人情報保護宣言）」や「利益相反管理方針」に基づき個人情報

保護、利益相反の管理を適切に行っております。 

③ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止態勢 

福井銀行は、取締役会で決議した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止の基本方

針」に基づき、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に関する統括部門をリスク統括

グループコンプライアンス統括チーム、当該統括責任者をコンプライアンス担当執行役とし、

マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止（反社会的勢力との関係遮断や疑わしい取引の

届出含む）に向けて、行内全体で組織的に対応しております。また、「犯罪収益移転防止法に

基づく取引にかかるリスク評価書」を策定し、当行におけるリスクの特定・評価について定期

的に見直しを行っております。 

福邦銀行は、取締役会で決議した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止の基本方

針」に基づき、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止に関する統括部門をリスク統括

室、当該統括責任者をリスク統括室担当役員とし、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与

防止（反社会的勢力との関係遮断や疑わしい取引の届出含む）に向けて、行内全体で組織的に

対応しております。また、「犯罪収益移転防止法に基づく取引にかかるリスク評価書」を策定

し、当行におけるリスクの特定・評価について定期的に見直しを行っております。 
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（４）経営に対する評価の客観性の確保のための方策 

両行は、経営に対する評価の客観性の確保のための方策を以下の通り行ってまいります。な

お、両行合併後の経営体制については、合併銀行の組織体制等と併せて検討してまいります。 

福井銀行は、「指名委員会等設置会社」であり、その特徴である「業務執行と監督の分離に

よるガバナンス態勢の強化」「業務執行の決定権限の委任による業務執行のスピードアップ」

「社外取締役が過半数を占める三委員会の設置による経営の透明性の向上（三委員会とも社外

取締役が委員長を務めております）」の実現に取り組んでおります。取締役会の実効性の分析・

評価の実施については、社外取締役のみで構成される「社外取締役連絡会」による分析・評価

結果および取締役会の実効性向上に向けた提言事項に基づき、取締役会で実効性の分析・最終

評価を実施するとともに、取締役会の実効性の一層の向上に向けて取り組む事項を議論・確認

しております。 

福邦銀行は、取締役会運営のアンケートを年 1 回実施し、改善に向けた協議を行うなど取締

役会の活性化に向けた取組みを行っております。また親会社である福井銀行からの取締役が 1

名以上就任しており、グループガバナンスの観点から取締役会への牽制等、評価の客観性の確

保に努めております。 
 

（５）情報開示の充実のための方策 

両行は、株主の方々、お客さまおよび地域社会の皆様に両行の経営に対する理解を深めてい

ただき、経営の透明性を確保することを目的として、ホームページ掲載やプレスリリース等を

通じ、迅速かつ充実した情報開示に努めてまいります。 

また、お客さまに対する金融サービスの変更、特に店舗統廃合により近隣の支店が移転・廃

止となる場合などは、対象店舗における変更内容の掲示やホームページによる案内など、情報

の提供について確実に行ってまいります。 

 

（６）経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の強化のための方策 

両行は、2026 年 5 月に予定している合併に向け、基幹系システムの統合、情報系システム等

の統一化に取り組んでまいります。基幹系システムの統合等は、両行横断的な会議体である F

プロジェクト推進委員会に進捗状況の報告や課題等に対する協議を行い、両行の経営会議等に

適宜協議・報告を行い、統合等に伴うシステムリスクを含めた課題認識とその対応を適時適切

に対応できる体制を構築しております。 

なお、両行合併後の経営の向上に資する情報通信技術の効果的な活用のために必要な体制の

強化については、合併銀行の組織体制等と併せて検討してまいります 

 

（７）資金の経理を適正に行うための体制の確保のための方策 

両行は、資金の経理を適正に行うことを目的として、各行の経理規程に基づき、経費支出を

適切に実施いたします。 

各年度の予算案は経費予算管理部署にて査定を行い、両行ともに経営会議の承認の上、取締

役会に報告いたします。予算からの支出については、経費予算管理部署において検証を実施す

る等、適切な業務分掌により不正や誤謬発生リスクの低減を図っております。 
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第６ 実施計画の実施に伴う労務に関する事項 

１．実施計画の始期における従業員（職員）数 

始期となる 2024 年 10 月 1 日の従業員数は、福井銀行は 1,697 名、福邦銀行は 407 名、両行

合計で 2,104 名となります。 

２．実施計画の終期における従業員（職員）数 

終期となる 2030 年 3 月末の従業員数（予定）は 1,762 名となります。なお両行は 2026 年 5

月に合併を予定しており、終期は合併後の従業員数を記載しております。 

３．経営基盤の強化のための措置の実施に充てる予定の従業員（職員）数 

2024年 10月から終期となる2030年 3月末までの期間においてその実施に充てる予定の従業員

数は 1,762 名となります。2025 年 9 月末での従業員数は、福井銀行は 1,699 名、福邦銀行は 388

名、両行合計で 2,087 名でございます。 

４．３．中、新規採用される従業員（職員）数 

2024年 10月から終期となる2030年 3月末までの期間において新規採用する予定の従業員数は

360 名となります。 

５．経営基盤の強化のための措置の実施に伴い出向又は解雇される従業員（職員）数 

2024 年 10 月から終期となる 2030 年 3 月末までの期間において出向（短期間での出向除く）と

解雇される予定の従業員数は 0名となります。 

なお、計画の始期から終期にかけて人員が 342 名減少する見込みですが、これは定年退職含む

退職者数が新卒採用者数を上回り自然減となることが主な要因であり、意図的な従業員の解雇等

を行うものではありません。 


